
 
 

平成28年６月29日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 シ ー マ 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 白石 幸生 

（ ＪＡＳＤＡＱ ・ コード ７６３８ ） 

 問 合 せ 先 取締役 経営企画本部長 松橋 英一 

電 話 ０ ３ － ３ ５ ６ ７ － ８ ０ ９ ８ 

 

商号変更および定款の一部修正に関するお知らせ 

 

当社は、平成28年６月29日開催の第22期定時株主総会において、株主より新商号のニューアートを

英文表記とすべきとの修正動議が提出され、会社提出の原案ではなく、株主の修正動議が承認可決さ

れましたので、ここにお知らせします。 

記 

１．新商号（※修正決議の部位を下線で表示） 
株式会社ＮＥＷ ＡＲＴ（英文：NEW ART Co., Ltd.） 
 

２．変更日 
平成28年７月１日 

 
３．修正動議とその決議の経緯 

平成28年６月29日開催の第22期定時株主総会において、株主より、会社側の原案をさらに効

果的にした提案として、今後当社が海外に積極的に事業展開して発展していくため、新商号のニュ

ーアートを英文表記とすべきとする修正動議が提出され、結果的にこの株主の修正動議が承認可決

されました。 

 
４．定款変更の内容（下線が変更となる部分） 

現行定款 変更後定款 
（商号）  （商号）  
第１条 当会社は、株式会社シーマと称し、

英文では、CIMA Co.,Ltd.と表示す

る。 

第１条 
 
 

附則 

当会社は、株式会社ＮＥＷ ＡＲＴと

称し、英文では、NEW ART Co.,Ltd.

と表示する。 

第１条（商号）の変更は、平成28年

７月１日から実施する。なお、本附

則は第１条の変更の効力発生後、削

除されるものとする。 
 

以上 


